
（※3）ここでいう「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者１人当たりの付加価値をいいます。助成金の支給申請時の直近の決算
書類に基づく生産性と、その３年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます。

「業務改善助成金」のご案内

（※2）愛知県最低賃金額は令和３年９月現在９２７円ですので、雇入３か月以上で時間額９５７円以下（月給者・日給者は時間額に換算）の
労働者（試用期間で試用期間終了後に所定の昇給がある労働者、最賃特例許可労働者を除きます） が事業場に１人以上いることが申請要件です。
(全員が９５７円を超えている場合は申請できません。) 10月1日からは、時間額９８５円以下の労働者が対象となります。

『業務改善助成金』は、生産性を向上させ、「事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃
金）」の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。

令和３年度 愛知県版

助成金の
概要

事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、
設備投資など（機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練）
を行った場合に、その費用の一部を助成します。

詳しくはＨＰをご覧ください！

（※1）１０人以上の上限額区分は、以下のいずれかに該当する事業場が対象となります。
売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近３ヶ月間の月平均値が前年又は前々年の同じ月に比べて、３０％以上減少している事業者

申請期限：令和４年１月３１日

・愛知労働局

業務改善助成金コールセンターにお気軽にお問い合わせください。
【受付時間】平日8：30～17：15 電話０３－６３８８－６１５５

コース区分
引上
げ額

引き上げる
労働者数

助成上限額 助成対象事業場 助成率

２０円コース
２０円
以上

１人 ２０万円

以下の２つの要件を
満たす事業場

・事業場内最低賃金と
地域別最低賃金の
差額が30円以内（※2）

・事業場規模100人以下

３/４
↓

生産性要件を
満たした場合は

４/５（※3）

２～３人 ３０万円

４～６人 ５０万円

７人以上 ７０万円

１０人以上（※1） ８０万円

３０円コース
３０円
以上

１人 ３０万円

２～３人 ５０万円

４～６人 ７０万円

７人以上 １００万円

１０人以上（※1） １２０万円

（新設）
４５円コース

４５円
以上

１人 ４５万円

２～３人 ７０万円

４～６人 １００万円

７人以上 １５０万円

１０人以上（※1） １８０万円

６０円コース
６０円
以上

１人 ６０万円

２～３人 ９０万円

４～６人 １５０万円

７人以上 ２３０万円

１０人以上（※1） ３００万円

９０円コース
９０円
以上

１人 ９０万円

２～３人 １５０万円

４～６人 ２７０万円

７人以上 ４５０万円

１０人以上（※1） ６００万円

助成金の申請窓口は、愛知労働局雇用環境・均等部 企画課(助成金担当) 電話０５２－８５７－０３１３

申請先

コース内容

お問い合わせ先

令和３年９月１日作成


